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みんなで育む笑顔あふれる子どものまち“ひた”みんなで育む笑顔あふれる子どものまち“ひた”みんなで育む笑顔あふれる子どものまち“ひた”みんなで育む笑顔あふれる子どものまち“ひた”

第２期計画策定について

すべての家庭が安⼼して子育てができ、子どもたちが笑顔で成⻑していくために、平成27年度から「子
ども・子育て⽀援新制度」がスタートしました。この制度は、子どもの年齢や親の就労状況などに応じ
た多様な⽀援サービスを⽤意することで、すべての子育て世帯を⽀援することを目指すものです。
第１期計画に引き続き、⽇田市の教育・保育や地域の子ども・子育て⽀援に関する体制づくりを計画的
に進めるため、第２期となる“ひたっ子”子ども・子育て応援プランを定めます。

“ひたっ子”子ども・子育て応援プラン

～第２期日田市子ども・子育て支援事業計画～

（概要版）

子ども・子育て支援法第６１条（市町村子ども・子育て支援事業計画）

市町村は、基本指針に即して、５年を１期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業

の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（以下「市町村子ど

も・子育て支援事業計画」という。）を定めるものとする。

子ども・子育て支援法第６１条（市町村子ども・子育て支援事業計画）

市町村は、基本指針に即して、５年を１期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業

の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（以下「市町村子ど

も・子育て支援事業計画」という。）を定めるものとする。

基本的な視点

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

第２期“ひたっ子”子ども・子育て応援プラン計画の見直し、検討

第１期計画

計画の継承

計画

期間

本計画は、令和２年度から令和６年度までの５年間を計画期間とします。

体系

すべての子どもの権利と最善の利益を尊重する視点

すべての子ども・子育て家庭を対象に支援する視点

子どもの育ちと子育てを社会全体の役割として果たす視点

根拠法令

幼児期の教育・保育の充実

地域における子ども・子育ての支援

妊娠・出産期からの切れ目のない支援

子どもの心身の健やかな成⻑に向けた教育環境の整備

職業生活と家庭生活との両立（ワーク・ライフ・バランス）の推進

専門的な知識及び技術を要する支援の推進

経済的な支援の推進

基本的な目標

本計画では、基本理念、３つの基本的な視点及び７つの基本的な目標を掲げ、
幼児期の教育・保育及び地域の子ども・子育て⽀援の施策について次の体系を
定め、地域の子ども・子育て環境の向上を図ります。

基本理念
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1.1.1.1. すべての子どもの育ちを支える子育て支援拠点の整備すべての子どもの育ちを支える子育て支援拠点の整備すべての子どもの育ちを支える子育て支援拠点の整備すべての子どもの育ちを支える子育て支援拠点の整備

２．子ども２．子ども２．子ども２．子どもの貧困対策の貧困対策の貧困対策の貧困対策

３．３．３．３．地域における子どもの居場所づくりの推進地域における子どもの居場所づくりの推進地域における子どもの居場所づくりの推進地域における子どもの居場所づくりの推進

日田市の子ども・子育てに関する

課題と施策の方向性

核家族化の進⾏や共働き家庭の増加等を背景に、子育てを取り巻く環境は大きく変化しています。
第２期計画では、第１期計画による子ども・子育て⽀援の取組の歩みを止めず、引き続き推進して
いくことを目的とし、⽇田市における子育てに関する課題を整理するとともに、その課題に対する
施策の方向性を示します。

施策の方向性施策の方向性施策の方向性施策の方向性

現状と課題現状と課題現状と課題現状と課題

少子化や核家族化の進⾏、地域社会の変化など、子どもや子育てを巡
る環境が大きく変化する中で、家庭や地域における子育て機能の低下
や子育て中の親の孤独感・不安感は増大しています。

健全な親子・家族関係を築くため、適切な情報提供や⽀援が⾏えるよう
相談⽀援体制を充実させるとともに、子育て相談や一時預かり等の⽀援
など、現状の子育て⽀援事業の隙間を埋める総合的な子育て⽀援施設を
創設します。

施策の方向性施策の方向性施策の方向性施策の方向性

現状と課題現状と課題現状と課題現状と課題

子どもの将来がその⽣まれ育った環境によって左右されることのない
ように、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備す
る必要があります。

貧困の状況にある子どもが健やかに育成されるよう、福祉保健部と教
育委員会、⽇田市社会福祉協議会など関係機関が連携を深め、共通理
解と情報共有を図りながら、 「教育の⽀援」、「⽣活の⽀援」、「保
護者への就労⽀援」、「経済的⽀援」を柱とした取組を進めます。

施策の方向性施策の方向性施策の方向性施策の方向性

現状と課題現状と課題現状と課題現状と課題

子どもが⼼身ともに豊かに成⻑するためには、家庭や地域の⾒守りの
中で他人と関わり、様々な経験を積むことで⽣きる⼒や社会性を身に
着けることが重要です。しかし、近年、地域のつながりが希薄化した
ことで異年齢や世代間での交流の機会が減少し、家庭においても、地
域においても居場所のない子どもが増えています。

地域住⺠の参画を得ながら、公⺠館や学校の空き教室を利⽤した学習、
スポーツ、体験活動等の取組を通じて、地域の人々との交流を図ること
により、子どもたちが地域社会の中で⼼豊かで健やかに育まれる環境を
整備するとともに、食事の提供や学習⽀援など、子どもの居場所づくり
に取り組む団体を⽀援します。
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４４４４.... 児童児童児童児童虐待防止対策の充実虐待防止対策の充実虐待防止対策の充実虐待防止対策の充実

５．５．５．５．障がい障がい障がい障がい児施策の充実等児施策の充実等児施策の充実等児施策の充実等

６．６．６．６．ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組の推進ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組の推進ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組の推進ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組の推進

７．「放課後子ども総合プラン」に基づく取組の推進７．「放課後子ども総合プラン」に基づく取組の推進７．「放課後子ども総合プラン」に基づく取組の推進７．「放課後子ども総合プラン」に基づく取組の推進

施策の方向性施策の方向性施策の方向性施策の方向性

現状と課題現状と課題現状と課題現状と課題

子育て家庭を取り巻く環境の変化により子育ての負担、不安及び孤⽴
感が⾼まっており、育児に対する不安やストレスが引き起こす児童虐
待の発⽣件数は全国的に増加し、⽇田市でも相談件数が増加する傾向
となっています。

妊娠期から適切な情報提供や⽀援を⾏うため「子育て世代包括⽀援セ
ンター」を設置し、相談⽀援体制を充実させ、切れ目のない総合的な
⽀援を⾏います。

施策の方向性施策の方向性施策の方向性施策の方向性

現状と課題現状と課題現状と課題現状と課題

本来、家庭や地域で⾒守られながら健やかに成⻑し、⾃⽴していく子
どもが、障がいを有するという理由により、成⻑の過程で様々な困難
に直⾯し、不⾃由や不便を感じることがあります。障がいの有無にか
かわらず、同じひとりの子どもとして成⻑するためには、子どもの育
ちを地域社会全体で⽀えることが必要です。

早期発⾒・早期発達⽀援が重要とされる発達障がいを持つ子どもにつ
いて、障がいの程度に応じた専門機関との連携と早期療育の実施に努
めます。

施策の方向性施策の方向性施策の方向性施策の方向性

現状と課題現状と課題現状と課題現状と課題

近年、共働き世帯の増加や⼥性の社会進出に伴い、子育て世帯を取り
巻く環境は大きく変化し、男⼥がともに働きやすく、互いに共同して
子育てに向き合うことができる環境づくりを進めることが求められて
います。

教育・保育施設によるサービスの提供や地域子ども・子育て⽀援事業
の充実等を通じて、市⺠一人ひとりがワーク・ライフ・バランスを実
感できるよう、社会全体で子育てしやすいまちづくりを推進します。

施策の方向性施策の方向性施策の方向性施策の方向性

現状と課題現状と課題現状と課題現状と課題

国は、全国の⼩学校区において、放課後児童健全育成事業（放課後児
童クラブ）に参加している児童が、⾃由に放課後子ども教室に参加で
きる体制の充実を目指すこととしています。両事業を連携して実施す
るためには、実施場所の調整や、放課後子ども教室の活動を担う人材
の確保についても検討することが必要です。

放課後子ども教室の主管課である社会教育課と連携し、放課後児童ク
ラブに参加している児童が放課後子ども教室に参加できるよう実施場
所の調整や人材の確保及び指導員の連携方法についての協議等、放課
後児童クラブと放課後子ども教室の一体的な実施に向けた取組を⾏い
ます。
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教育・保育施設及び地域子ども・子育て支援事業のニーズ量の見込みと提供量

教育・保育施設のニーズ量の見込みと提供量教育・保育施設のニーズ量の見込みと提供量教育・保育施設のニーズ量の見込みと提供量教育・保育施設のニーズ量の見込みと提供量

認定区分 対象施設
令和６年度（第２期計画最終年度）

ニーズ量の⾒込み 提供量

１号認定（３〜５歳児） 認定こども園 710人 719人

２号認定（３〜５歳児） 認定こども園
保育園 905人 945人

３号認定（０〜２歳児） 認定こども園
保育園等 1,058人 1,119人

地域子ども・子育て支援事業のニーズ量の見込みと提供量地域子ども・子育て支援事業のニーズ量の見込みと提供量地域子ども・子育て支援事業のニーズ量の見込みと提供量地域子ども・子育て支援事業のニーズ量の見込みと提供量

事業名 事業内容
令和６年度（第２期計画最終年度）

ニーズ量の⾒込み 提供量（確保内容）

1.利⽤者⽀援事業 ⾏政窓⼝に専任職員を配置して、情報の提供や
相談・援助などを⾏う事業です。 1か所 1か所

2.延⻑保育事業
保育短時間の前後の時間に延⻑して保育を⾏う
場合や、保育標準時間利⽤後の時間に延⻑して
保育を⾏う事業です。

671人 671人

3.放課後児童健全育成事業
（放課後児童クラブ）

児童（⼩学⽣）の授業が終了した放課後、家庭
に代わって、⼟曜⽇や⻑期休暇中に⼩学校の余
裕教室等で過ごすことができるようにする事
業です。

626人 927人

4.子育て短期⽀援事業
（ショートステイ）

家庭において子どもの養育が一時的に困難と
なった場合に、児童養護施設等において子ども
を一定期間預かり養育する事業です。

35人⽇ 35人⽇

5.乳児家庭全⼾訪問事業
（こんにちは赤ちゃん事業）

乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育てに関
する情報提供を⾏うとともに、養育についての
相談に応じ、助⾔や援助活動を⾏う事業です。

397人 保健師による訪問

6.地域子育て⽀援拠点事業
（地域子育て⽀援センター、
チャイルドプラザ）

地域の身近な場所に、子育て中の親子が気軽に
集い、相互交流や子育てに対する不安や悩み等
を相談できる場を提供することにより、子育て
家庭に対する育児⽀援を⾏う事業です。

11,735人 3か所

7.一時預かり事業 （一般型）
認定こども園や保育園に入園していない児童を
対象とし、家庭において保育を受けることが一
時的に困難となった児童を、認定こども園や保
育園等において、一時的に預かる事業です。

3,788人 3,788人

〃 （幼稚園型）
認定こども園に通園する１号認定の児童を対象
とし、教育標準時間終了後、家庭での保育が困
難となる場合に、通園している認定こども園に
おいて一時的に預かる事業です。

76,455人 76,455人

8.病児・病後児保育事業
病気⼜は病気の回復期で、認定こども園や保育
園等で集団⽣活ができない児童を、保護者が就
労等により家庭で保育ができない場合に、専⽤
施設で一時的に看護・保育を⾏う事業です。

503人 3,000人

9.子育て援助活動⽀援事業
（ファミリー・サポート・
センター事業）

子どもの預かり等の援助を受けることを希望す
る人（おねがい会員）と、援助を⾏うことを希
望する人（まかせて会員）が有償で相互に助け
合う事業です。

28人 28人

第２期計画で定める令和６年度（計画最終年度）における教育・保育施設及び地域子ども・子育て支援事業

のニーズ量（利用者数の見込み量）と、提供量は以下のとおりです。
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第2期子ども・子育て支援事業計画のための

実態調査（ニーズ調査）結果

本計画の策定にあたっては、子ども・子育て家庭の教育・保育及び子ども・子育て支援

に関する現在の利用状況や今後の利用希望の把握を行うため、就学前児童及び就学児童の

いる家庭を対象に、住民基本台帳より無作為で抽出したそれぞれ1,800件の家庭に対し、平

成31年１月８日から１月25日までの間、「日田市子ども・子育て支援事業計画策定のため

の実態調査（ニーズ調査）」を実施しました。

「自宅」とする割合が77.1%で最も高く、次いで「習い事（ピアノ教室、サッカークラ

ブ、学習塾など）」が49.3%となっています。前回（平成25年）と比較すると、「放課

後子ども教室」の割合が大きく減少しています。

ニーズ調査の結果（就学児童）ニーズ調査の結果（就学児童）ニーズ調査の結果（就学児童）ニーズ調査の結果（就学児童）

１ 放課後の時間をどのような場所で過ごさせたいか

ニーズ調査についてニーズ調査についてニーズ調査についてニーズ調査について

77.1

16.1

49.3

28.0

3.4

4.1

0.5

12.0

2.0

72.5

16.0

48.4

30.1

15.0

5.0

0.2

11.7

4.1

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事

放課後児童クラブ

放課後子ども教室

児童館

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

（％）

平成30年度 平成25年度

調査対象 就学前児童 就学児童

調査地区

配布及び回収方法

配布数 1,800 1,800

回収数 949 955

回収率 52.70% 53.10%

有効回答数 946 953

有効回答率 52.60% 52.90%

日田市全域

郵送配布にて配布・回収
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２ 子育てが地域の人に（もしくは社会で）支えられていると感じるか

13.3

56.1

24.4

4.7

1.4

13.3

57.7

21.9

5.0

2.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

十分に感じる

まあまあ感じる

あまり感じない

まったく感じない

無回答

（％）

平成30年度 平成25年度

「まあまあ感じる」とする割合が56.1%で最も高く、次いで「あまり感じない」が

24.4%となっています。前回（平成25年）と比較すると、大きな変化はみられません。

３ 地域における子育て環境や支援への満足度

6.1

18.0

41.1

25.6

5.9

3.3

7.9

23.9

41.1

20.2

3.3

3.5

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

満足度が低い

やや満足度が低い

普通

やや満足度が高い

満足度が高い

無回答

（％）

平成30年度 平成25年度

「普通」とする割合が41.1%で最も高く、次いで「やや満足度が高い」が25.6%となっ

ています。前回（平成25年）と比較すると、「やや満足度が低い」の割合が減少し、

「やや満足度が高い」は増加しています。
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ニーズ調査ニーズ調査ニーズ調査ニーズ調査のののの自由意見について自由意見について自由意見について自由意見について

調査回答者（就学児童） 955人

自由意見回答者 385人（（（（495495495495件）件）件）件）

自由意見回答率 40・3％

意見区分 意見数 意見区分 意見数

認定こども園等 ４件 入園・保育料等 １７件

一時預かり等 １４件 子育て支援センター等 １０件

病児・病後児保育 ６件 放課後児童クラブ ７９件

障がい児保育 ４件 子育て支援全般 １４件

児童手当 ９件 ひとり親支援 １９件

１ 子ども・子育て関連

計 １７６件

意見区分 意見数 意見区分 意見数

医療費・医療体制 ３６件 予防接種 ９件

２ 保健・医療関係

計 ４５件

３ その他

意見区分 意見数 意見区分 意見数

公園・施設整備関係 ９３件 社会全般 ２３件

教育全般 ５７件 情報発信 １３件

職場・雇用関係 １９件 経済支援 ２４件

習い事関係 ８件 その他 ３７件

計 ２７４件
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ニーズ調査に寄せられた自由意見（就学児童）ニーズ調査に寄せられた自由意見（就学児童）ニーズ調査に寄せられた自由意見（就学児童）ニーズ調査に寄せられた自由意見（就学児童）

■親が仕事している時間以外でも子どもを預けられる環境があると良いと思います。

■難しいとは思いますが、18時以降も一時預けることができるフリースペース(大人の

見守り)があると助かります。

■小学校の行事(懇談会など)で親が出席した方が良いのに、子供は先に帰らねばいけな

いことがあります。学童に入ってなくても、そのような時に気軽に預けられるところが

あるといいなと思います。

■今はこども園に通わせているので何かあったら預かり保育を利用すればよいのですが、

小学校に行きだしたら1日だけ預かりとかができないので、そういうときに利用できる

施設があればよいと思う事があります。

１ 一時預かりに関する意見等

２ 子どもの居場所に関する意見等

■放課後や長期休暇、数時間だけでも居場所を作ってもらえればあとの時間は留守番で

きる子は多いと思います。

■中学生の子供がいじめで不登校になり、学校に行けない間の子ども達の居場所がある

と嬉しいです。仕事をしているので、子どもが一人で勉強できるところがあると親とし

て安心できると思うので。

■核家族が増え、祖父母が近くにいない子が増えていると思います。 預かりは19時まで

のところが多く、それ以降の時間帯は子供をみてもらえる場所がありません。夕食が出

て子どもをみてもらえる施設があると良いと思います。

３ その他の意見

■病院の窓口負担がないことや、小中学校のドリル代、テスト代の公費負担など、財政

面での支援が収入に関係なく行われていることはありがたいです。

■学校の先生方がいつも忙しそうで、校内でのトラブルへの対応や保護者対応も大変そ

うなので、学校を通して相談できる方や先生方も含めての相談ができる仕組みがあった

らいいのにと思います。

■子どもが成長するにつれて、経済的負担が大きくなってきます。しかし、私(母親)の

パート就業時間を増やそうと思っても時間的、身体的にも難しく現状維持が続いている

状況です。医療費の無料化はとても助かります。

■小学生になると一時的に託児する場所がないので困ります。特に学童に行けない4年

以降は1人で留守番させたり、遅い時間に帰宅させるのは不安に感じます。利用料が多

少高くなっても高学年も預けられる施設の設置を希望します。
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